
資料１

設楽ダム工事事務所からのお知らせ

「豊川水系設楽ダム建設事業 環境影響評価準備書」の縦覧等の実施について

このたび、環境影響評価法に基づき、豊川水系設楽ダム建設事業の環境影
響評価について準備書を作成し、環境の保全の見地からの意見を聴くための
準備書の縦覧等を実施しますので、次のとおりお知らせします。

環境影響評価は、事業を実施するにあたり、環境にどのような影響を及ぼすかについて
事業者自ら調査、予測、評価を行い、その結果を公表して住民、地方公共団体から意見を
聴くなど、環境保全の観点からよりよい事業計画を作り上げていこうとする制度です。

事業者の氏名及び住所
事業者の氏名 国土交通省中部地方整備局長 大村哲夫
事業者の住所 名古屋市中区三の丸２丁目５番１号

対象事業の名称、種類及び規模
対象事業の名称 豊川水系設楽ダム建設事業
対象事業の種類 ダム新築事業
対象事業の規模 貯水面積２９７ヘクタール（サーチャージ水位における貯水池の区域の面積）

対象事業が実施されるべき区域
愛知県北設楽郡設楽町

関係地域の範囲
愛知県北設楽郡設楽町、同県新城市

１．環境影響評価準備書の縦覧
（１）縦覧場所

（２）縦覧期間
平成１８年６月１６日（金）～平成１８年７月１８日（火）
（土曜日、日曜日、祝日、休日を除く。）

（３）縦覧時間
午前８時３０分～午後５時 （正午～午後１時を除く。）
ただし、中部地方整備局 総務部 情報公開室では、
午前９時３０分～午後５時 （正午～午後１時を除く。）

裏面に続く

国土交通省 中部地方整備局

設楽ダム工事事務所 総務課

愛知県新城市杉山字大東５７番地

国土交通省 中部地方整備局

豊橋河川事務所 待合いコーナー

愛知県豊橋市中野町字平西１丁目６番地

愛知県北設楽郡設楽町田口字居立２番地

愛知県北設楽郡設楽町津具字下川原５番地１

愛知県新城市長篠字下り筬１番地

名古屋市中区三の丸２丁目５番１号

名古屋合同庁舎２号館７階

設楽町役場 本庁舎 ダム対策室

設楽町津具総合支所 管理課

新城市鳳来総合支所 地域振興課

国土交通省 中部地方整備局

総務部 情報公開室



（４）貸出について
各縦覧場所では、縦覧期間中に準備書の貸出を行います（最長７日間）。
数に限りがあるため、状況によってはお待ちいただく場合がありますのでご
了承下さい。また、ＣＤでの貸出も行います。
貸出には本人であることを確認できるものが必要です。

設楽ダム工事事務所のホームページでも準備書をご覧いただけます。

http://www.cbr.mlit.go.jp/shitara /

２．環境影響評価準備書の説明会
○平成１８年６月２５日（日） 午後２時～午後３時３０分
愛知県奥三河総合センター 講堂
愛知県北設楽郡設楽町田口字向木屋２番地１０

○平成１８年６月２７日（火） 午後７時３０分～午後９時
鳳来西小学校 体育館
愛知県新城市布里字小松ヶ根５０番地

※事前の申し込みは必要ありませんが、参加者多数の場合は会場の都合によ
り席が用意できない場合がありますので、ご了承下さい。
また、両会場とも駐車場はありますが、数に限りがあるため、なるべく乗
り合わせでのご来場をお願いします。

３．意見書の提出
準備書について、環境の保全の見地からの意見を書面により提出すること
ができます。

（１）提出期間
平成１８年６月１６日（金）～平成１８年８月１日（火）

（２）提出方法
持参又は郵送のみとします。提出期間内に必着したもののみ有効です
ので、余裕を持ってお出し下さい。また、E-mail、FAXでは受け付けて
おりませんので、あらかじめご了承下さい。

（３）提出先
中部地方整備局 設楽ダム工事事務所 調査設計課宛
〒４４１－１３４１ 新城市杉山字大東５７番地

※持参の場合は、平日の午前８時３０分～午後５時に総務課受付へお
願いします。

（４）記載事項
①氏名及び住所（法人その他団体にあっては、その名称、代表者の氏
名及び主たる事務所の所在地）

②提出の対象である準備書の名称
③準備書について環境の保全の見地からの意見（日本語により、意見
の理由も含めて記載して下さい。）

【問い合わせ先】
中部地方整備局 設楽ダム工事事務所
ＴＥＬ：０５３６－２３－４３３１（代表）


